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新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 

「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（令和 2 年 5 月 29 日） 

 

 

１．はじめに 

２．感染状況等の評価について 

（１）感染状況（疫学的状況） 

（２）医療提供体制 

３．新規感染者数・死亡者数のこれまでの推移等に関する現段階の評価について 

（１）新規感染者数・死亡者数の推移について 

（２）緊急事態宣言の効果について 

（３）見えてきた課題 

４．今後の政策のあり方～次なる波に備えた安全・安心のためのビジョン～ 

（１）次なる波に備えた「検査体制」の更なる強化について 

（２）次なる波に備えた「医療提供体制」の更なる強化について 

 ・平時の医療提供体制との切替えについて 

（３）次なる波に備えた「保健所機能」・「サーベイランス」・「感染予防対策」の 

更なる強化について 

（４）治療法・治療薬の確立、ワクチン等の開発の促進について 

（５）感染時の重症化リスクの高い集団等に対する感染予防対策について 

①院内感染対策について 

②高齢者・障害者施設等における施設内感染対策について 

③クラスター感染が生じた場における感染予防対策について 

（６）水際対策の見直しの方向性について 

５．緊急事態宣言解除後における市民生活・事業活動の段階的な移行について 

（１）市民生活における留意事項 

 ・「３密」の回避、基本的感染症対策、「新しい生活様式」の実践 等 

（２）事業活動における留意事項 

 ・業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの遵守 等 

６．都道府県等の対応について 

・次なる波に備えた体制整備のためのチェックリスト 

７．おわりに 

補論 我が国のクラスター対策について 

（別添１）感染の状況、医療提供体制、検査体制の構築 

（別添２）都道府県等における取組について（事務局提示資料） 
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１．はじめに 

○ 本年 4 月 7 日に、新型コロナウイルス感染症について感染経路が特定できな

い症例が多数に上り、かつ急速な増加が確認されていること、医療提供体制も

逼迫してきていたことなどから、新型コロナウイルス感染症対策本部決定によ

り、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の 7都府県

に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「法」という。）第 32 条

第 1項に基づく緊急事態宣言が行われた。 

 

〇 4 月 16 日には、上記 7都府県と同程度にまん延が進んでいると考えられる北

海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県及び京都府の 6 道府県との合計 13 都道

府県が新たに「特定警戒都道府県」として指定され、それ以外の 34 県について

も、都市部からの人の移動等によりクラスター感染（集団感染）が各地で発生

し、感染の拡大傾向が見られたことなどから、人の移動を最小化する観点等よ

り、全都道府県について緊急事態措置を実施すべき区域の対象とされた。 

 

〇 その後、外出自粛の要請等の接触機会の低減等により、新規感染者数は着実

な減少傾向に転じたことから、 

①感染の状況（疫学的状況）：オーバーシュートの兆候が見られず、クラスター

対策が十分に実施可能な水準の新規報告数であるか否か 

②医療提供体制：感染者、特に重症者が増えた場合でも十分に対応できる医療提

供体制が整えられているか否か 

③監視体制：感染が拡大する傾向を早期に発見し、直ちに対応するための体制が

整えられているか否か 

の「区域判断にあたっての考え方」を満たした地域より、順次緊急事態措置を実

施すべき区域としないこととし、地域ごとの状況を見つつ、5 月 14 日には 39 県

を、21 日には京都府、大阪府、兵庫県の指定の解除を行った。さらに、5 月 25

日には、残る北海道、千葉、埼玉、東京、神奈川の 1 都 1道 3 県についても緊急

事態措置を実施する必要がなくなったと認められ、同日、法第 32 条第 5項に基

づき、緊急事態解除宣言が行われた。 

 

〇 本専門家会議としては、これまでの多くの市民の皆様のご協力により、全国

における新規感染者数のオーバーシュートを免れ、緊急事態宣言の解除に至っ

たことについて、心より感謝申し上げたい。 

 

○ 全国の感染状況は、ピーク時に比べ大幅に改善されているものの、全国にお

ける感染は引き続き報告されている。本専門家会議において繰り返し提言して

きたとおり、この感染症は、「再度の感染拡大（「次なる波」）」が予想され、長丁

場の対応が必要になると見込まれている。 
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〇 したがって、5 月 4 日及び 14 日の提言において指摘したように、市民一人ひ

とりの「新しい生活様式1」の徹底等による行動変容への協力と、各都道府県知

事による、法第 24 条第 9項に基づく協力の要請（施設の使用やイベントの開催

自粛の要請や感染対策への協力依頼等）などを通じて、「次なる波」をできる限

り小さくするとともに、後ろ倒しにすること等により、再度の「緊急事態宣言」

を講じずとも済むようにしていくことが求められる。 

 

〇 本専門家会議としては、感染状況が比較的落ち着いている今こそ、「次なる波」

を見据え、サーベイランス体制の強化、検査体制の強化、クラスター対策、医療

提供体制の整備、治療法・治療薬の開発等に取り組むべきと考える。そのために

は、これまでの取組や緊急事態宣言に関する現時点における評価を行った上で、

これまで実施された個別の対策についても課題の抽出を行うとともに、今後必

要となる対策の方向性について検討を行い、政府に対して提言を行うこととし

た。 
 
 

２．感染状況等の評価について 

〇 全都道府県における、感染の状況（疫学的状況）、医療提供体制（療養状況、病

床確保等）、検査体制の構築に関する基本的データは【別添 1】を参照されたい。 
 
（１）感染状況（疫学的状況） 

①都道府県の状況 

〇 新型コロナウイルス感染症に関する国内事例の累積感染者数は、5 月 27 日現

在で、16,498 人となったが、直近１週間（5 月 21 日～27 日）の新規感染者は

228 人であり、ピークであった 6週間前（4月 9日～15 日）の 3,882 人のおよそ

17 分の１（6％）程度まで減少した。 
 
〇 こうした中、東京都では、１週間当たり 59 名の新規感染者数となり、ピーク

であった 6 週間前のおよそ 19 分の 1（5％）程度まで減少した。また、28 県で

直近 1週間にわたって、そのうち 24 県は直近 2週間以上にわたって、新規感染

者が確認されていない状況となった（図 1参照）。 
 
〇 直近の全国の実効再生産数は、発病日が既知の者のみに基づく推定では、5 月 9

日時点で、全国において 1.4（95％信用区間：0.8、2.0)、東京都において 1.6（95％

信用区間：0.5、3.1）、であり、ゴールデンウィーク明けの週末以降、１を上回っ

ていることが確認されている。ただし、元々の感染者数の実数自体が少なくなっ

ているため、実効性再生産数が大きく増減して変化し得る。今後、1 を上回った

状態が続くのか、注意深く継続的にモニタリングしていく必要がある（図 2、図 3

参照）。また、簡易に動向を見ることができる「新規感染者数」の動向や、「感染

経路不明な者の割合」なども併せてモニタリングする必要がある。 

                                                      

1 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
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【図 1 累積感染者数等のデータ】 

  

都道府県

累積

感染者数

（～5/27）

1週間以内

累積感染者数

(5/21～27）

2週間以内

累積感染者数

（5/14～27）

3週間以内

累積感染者数

（5/7～27）

人口10万対

発生数

(累積)

人口10万対

死亡数

(累積)

北海道 1066 51 88 157 20.3 1.6

青森 27 0 0 1 2.2 0.1

岩手 0 0 0 0 0.0 0.0

宮城 88 0 0 0 3.8 0.0

秋田 16 0 0 0 1.7 0.0

山形 69 0 0 0 6.4 0.0

福島 81 0 0 1 4.4 0.0

茨城 168 0 0 0 5.9 0.3

栃木 65 2 9 12 3.4 0.0

群馬 149 1 2 2 7.7 1.0

埼玉 1000 7 31 84 13.6 0.6

千葉 905 6 19 39 14.5 0.7

東京 5180 59 137 309 37.2 2.1

神奈川 1341 39 138 211 14.6 0.8

新潟 83 0 1 4 3.7 0.0

富山 227 0 5 11 21.7 2.1

石川 296 6 12 25 26.0 2.1

福井 122 0 0 0 15.9 1.0

山梨 60 0 3 4 7.4 0.1

長野 76 0 0 3 3.7 ー

岐阜 150 0 0 0 7.5 0.4

静岡 75 2 2 2 2.1 0.0

愛知 507 1 6 12 6.7 0.5

三重 45 0 0 0 2.5 0.1

滋賀 100 1 4 5 7.1 0.1

京都 358 1 2 18 13.9 0.6

大阪 1782 14 35 101 20.2 0.9

兵庫 699 3 7 28 12.8 0.7

奈良 92 1 1 4 6.9 0.2

和歌山 63 0 0 2 6.8 0.3

鳥取 3 0 0 0 0.5 0.0

島根 24 0 0 0 3.6 0.0

岡山 25 0 0 2 1.3 ー

広島 167 1 2 2 6.0 0.1

山口 37 0 0 0 2.7 0.0

徳島 5 0 0 0 0.7 0.1

香川 28 0 0 0 2.9 0.0

愛媛 81 7 30 33 6.0 0.3

高知 74 0 0 0 10.6 0.4

福岡 674 24 26 32 13.2 0.5

佐賀 47 0 1 2 5.8 0.0

長崎 17 0 0 0 1.3 0.1

熊本 48 0 0 1 2.7 0.2

大分 60 0 0 0 5.3 0.1

宮崎 17 0 0 0 1.6 0.0

鹿児島 10 0 0 0 0.6 0.0

沖縄 142 2 4 4 9.8 0.4

全国計 16349 228 565 1111 13.0 0.7

※５月27日時点（感染者数は報告日ベース。長崎県のクルーズ船における陽性者は含めていない。）



5 

 

【図 2 全国の実効再生産数推定値（5 月 28 日版）】 

（上図：発病日が既知のデータのみを利用した場合） 

（下図：発病日が既知のデータと診断日データから発病日を推定したデータをあわせて利用した場合） 

 

 

 

※ 横軸は推定感染日。青線が実効再生産数の代表値とし、95％信用区間に濃い青の影を

付した。また、棒グラフは発症者数を示し、色の濃い部分が海外からの輸入例を示す。 
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【図 3 東京の実効再生産数推定値（5 月 28 日版）】 

（上図：発病日が既知のデータのみを利用した場合） 

（下図：発病日が既知のデータと診断日データから発病日を推定したデータをあわせて利用した場合） 

 

  

 

※ 横軸は推定感染日。青線が実効再生産数の代表値とし、95％信用区間に濃い青の影を

付した。また、棒グラフは発症者数を示し、色の濃い部分が海外からの輸入例を示す。 
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②世界的な感染状況 

〇 その一方、世界に目を向けると、5 月 25 日現在で累積感染者総数は 550 万人

近くとなっており、アメリカ、ブラジル、ロシアなどの国で感染者数が多くなっ

ている。4 月上旬をピークに北米や欧州の感染増加については緩やかに減少し

つつある一方で、南米のブラジル、チリ、メキシコ、ペルーや南アジア・中近

東、アフリカなどの新興国で感染拡大が続いている。 

 

〇 こうした中、全世界における 1日あたりの新規感染者数は、5 月 21 日前後で

は連続して 10 万人を超えるなど、世界的には感染拡大が続いている（図 4 参

照）。 

 

 【表１ 世界の累積感染者数等について】          （単位（人）） 

5月 25日現在 累積感染者数 人口 10 万対 死亡者数 人口 10 万対 

アメリカ 1,688,709 510.5 99,348 30.0 

ブラジル 365,213 171.9 22,746 10.7 

ロシア 353,427 242.2 3,633 2.5 

スペイン 282,852 605.0 28,752 61.5 

イギリス 259,559 382.5 36,793 54.2 

イタリア 229,858 380.1 32,785 54.2 

フランス 182,584 279.8 28,367 43.5 

ドイツ 180,331 215.3 8,371 10.0 

中国 82,985 5.8 4,634 0.3 

日本 16,550 13.1 820 0.6 

韓国 11,206 21.9 267 0.5 

台湾 441 1.9 7 0.03 

 

【5 月 24 日における 1日当たりの新規感染者数増（人）】 

①アメリカ 19,608、②ブラジル 16,220、③ロシア 8,599、④インド 7,113、 

⑤ペルー 4,205、⑥チリ 3,709、⑦メキシコ 3,329、⑧イギリス 2,405、 

⑨サウジアラビア 2,399、⑩イラン 2,180 

（出典）https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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図 4 諸外国の新規感染者数の動向（報告日ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/16 国内初の感染者確認 
1/28 渡航歴のない日本人の感染確認 
2/24 専門家会議 急速な拡大に進む 

か、収束できるかの瀬戸際 
2/26 大規模イベントの自粛要請 
2/27 小中高の臨時休校を要請 
4/7  7 都府県 緊急事態宣言 
4/16 緊急事態宣言の対象を全国に拡大 
5/14 39 県で緊急事態宣言を解除 
5/21 大阪など 3府県で解除 
5/25 東京など１都１道３県で解除 

（緊急事態宣言解除） 

中国からの移入 

（第１波） 

欧州等からの

移入（第 2 波） 

感染者数の動向を比較するために、日本の
数値を 10 倍となるように調整して記載。 
日本の方が早くから感染者を確認していた
が、感染拡大は遅く、ピークから収束に向
かったスピードは速かったことが分かる。 
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感染者数の動向を比較するために、
日本の数値を 10 倍となるように 
調整して記載。 
ドイツと同様の傾向が確認される。 

２月下旬に大邱の新興宗教団体で
大規模クラスターが発生。 
5 月 6日には、施設の一部休業を含
む「社会的距離確保」措置を終了。
その際、「1日平均の新規感染者 50
人未満」「感染経路不明者の割合 5%
以内」という基準を提示。 
5月 27日の新規感染者数は79人に
達した。 
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引き続き、１日２万人の新規感染者が発生
している。 
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（出典）日本以外は、以下の HP より作成。https://ourworldindata.org/ 

  

感染拡大が続いている。 

１日 10 万人近い新規感染者が生じている。 

https://ourworldindata.org/
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（２）医療提供体制 

〇 医療提供体制に関しては、3月下旬以降、特に、大都市圏や北海道、多くのク

ラスター感染（集団感染）が発生した北陸等で病床の逼迫が見られたが、緊急事

態宣言下において、各都道府県で、医療提供体制の整備が進められた。この結

果、ピーク時に新型コロナウイルス感染症患者が利用する病床として、5 月 21

日時点では、約 3 万１千床について、各都道府県が医療機関と調整の上、確保

を見込んでおり、約 1 万 8 千床について、既に医療機関と個別の病床の割当て

を終えている。 

 

〇 また、新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等に関する調査結果でも、4

月 28 日時点では、入院者数が 5,627 名、うち重症者数（ICU に入院しているか、

人工呼吸器あるいは ECMO を使用している者の数。以下同じ。）が 381 名であっ

たのに対し、5 月 21 日時点では、入院者数が 2,058 名、うち重症者数が 184 名

となるなど、入院者数、重症者数ともにかなりの減少傾向が確認された。 

 

 

【図 5 全国で人工呼吸器を要する確定患者数の推移（左図）、全国で ECMO 装着の患者数の推移（右図）】 

※ 日本集中治療医学会の日本 COVID-19 対策 ECMOnet による集計 
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３．新規感染者数・死亡者数のこれまでの推移等に関する現段階の評価について  

〇 「１．はじめに」で述べたとおり、本専門家会議としては、緊急事態宣言が解

除された現在、 

（１）新規感染者数・死亡者数の推移 

（２）緊急事態宣言の効果 

（３）見えてきた課題 

について、現段階での評価を行った。 

 

（１）新規感染者数・死亡者数の推移 

〇 日本における新型コロナウイルス感染症対策は、欧米の先進諸国などと比

較して、新規感染者数の増加を抑制し、市民の生命と健康を守り、死亡者数や

重症者数を低い水準で推移させている。 

 

〇 欧米の先進諸国などと比較すると韓国をはじめ東アジアの死亡者数は総じ

て少なくなっている。東アジアの中でも台湾の感染者数・死亡者数の低さが突

出しており、その主な理由としては、2003 年の重症急性呼吸器症候群（SARS）

などの経験を基に、新型コロナウイルス感染症が流行する前からの準備が、日

本に比べ十分できていたことに加え、脚注2で述べた理由などが考えられる。

なお、生物学、免疫学的な諸要因を指摘する声もあるが、現時点においては確

定的なことは分かっていない。 

 

〇 現時点において、欧米の先進諸国などと比較して感染者数・死亡者数が低水

準であることの主な理由として、 

・ 国民皆保険制度による医療へのアクセスが良いこと、公私を問わず医療機

関が充実し、地方においても医療レベルが高いこと等により、流行初期の頃

から感染者を早く探知できたこと、 

・ 全国に整備された保健所を中心とした地域の公衆衛生水準が高いこと 

・ 市民の衛生意識の高さや元々の生活習慣の違い、及び、政府等からの行動 

変容の要請に対する協力の度合いが高かったこと 

・ ダイヤモンドプリンセス号への対応の経験が活かされたこと 

・ 緊急事態宣言やその前からの自主的な取組の効果によって、新規感染の抑

                                                      

2  台湾は、2003 年の重症急性呼吸器症候群（SARS）対応の際に、医療関係者を中心に数百人の感染

者と 70 人以上の死者を出した反省と教訓があったほか、 

①欧州等からの人々の移入の規模が台湾の方が少なかったこと 

②台湾の方がより早く水際対策による対応（２月６日に中国全土からの入国を禁止、3 月 19 日から

はすべての外国人の入国を禁止）を講じたこと。これに対し、日本では、2 月 1 日に中国湖北省か

らの入国を禁止したが、イタリアの全域、ドイツ、フランス等欧州の大部分の入国を禁止したの

は 3 月 27 日、米国や英国、中国全域等からの入国禁止は 4 月 3 日からであったこと 

などが要因として挙げられる。 
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制がなされたこと 

などが挙げられる。 

 

〇 これらに加えて、我が国が実行したクラスター対策の取組が感染拡大を抑

える上で効果的であった。クラスター対策とは、積極的疫学調査を実施するこ

とで、クラスター感染（集団感染）発生の端緒（感染源等）を捉え、早急に対

策を講ずることにより感染拡大を遅らせたり、最小化させたりするためのも

のである。我が国では、「効果的なクラスター対策」の実施によって、次のよ

うな効果が得られたと考えられる。 

①クラスターの連鎖による大規模感染拡大を未然に防止できた。 

②初期の積極的疫学調査から、多くのクラスターを見つけ、それに共通する「３

密」の場や、歌うこと・大声で話すこと、といった特徴を指摘することがで

きた。これにより、クラスター感染（集団感染）が生じやすい環境をできる

だけ回避するための対応策を市民に訴えることができた。 

③クラスターを中心とした感染者ごとのつながり（リンク）を追うことにより、

地域ごとの流行状況をより正確に推計することができていた。つまり、リン

クが追えない「孤発例」が増加することは地域で感染拡大を示すものと判断

することができ、地域での早期の対応強化につながった。 

 

〇 さらには、こうした取組の中で、①中国由来の感染拡大（第 1波）及び欧州

等由来の感染拡大（第 2波）の検出が早期になされた。先ほど述べた、②効果

的なクラスター対策とは、この感染症をどのように捉え、どのような点に力点

が置かれながら実施されているか、といった特徴について、詳細は「補論」で

述べることとしたい。 

 

（２）緊急事態宣言の効果 

〇 （１）において言及した法第 32 条に基づく緊急事態宣言の効果についても

触れておく。緊急事態宣言による外出自粛等の要請の主な目的は、 

①感染拡大を防ぎ、新規感染者数を減少させることで、市民の生命と健康を守

ること 

②新規感染者数を減少させることで、医療提供体制の崩壊を未然に防止し、普

段であれば救える命が救えなくなるような事態を防ぐこと 

などが挙げられる。 

 

〇 この感染症の新規感染者数の動向については、これまでも述べてきたよう

に、感染から発病に要する潜伏期間と発病から診断され報告までに要する期間

も含めて、その約２週間前の感染の状況を捉えたものにすぎない。報告日ベー

スの新規感染者数のピークは、これまでのところ 4月 10 日頃であった。 

 

〇 また、この感染症の入院患者の平均在院期間は約 2～3 週間程度となってい
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る。とりわけ、人工呼吸器を要するような重症患者については、在院期間が長

期化する傾向にあり、入院患者による医療機関への負荷のピークは、4月 27 日

頃であったと考えられる。 

 

〇 他方で、感染の動向を示す「実効再生産数」の推移を見ると、最も感染が拡

大した東京都を例に取れば、緊急事態宣言が発出された 4月 7日以前には実際

には新規感染は減少に転じはじめていたと考えられるが、緊急事態宣言によ

り、全国レベルでより安定的に 1未満となり、その後も 5月連休明けまでを通

じて 1未満の値が維持されたことが確認されている。 

 

〇 新規感染の「感染時期」のピークについては、4月 1日頃であったと考えら

れており、4月 1日頃までには実効再生産数が 1 を下回ったことが確認されて

いる。これは、リスクの高い繁華街などでの休業要請や営業自粛が都市部で早

くから実施されていた効果や、クラスターが見られた３密環境の対策を含めて

市民の行動変容がある程度起きていたことによるクラスター発生予防効果など

の成果であると考えられる。 

 

〇 一方、緊急事態宣言後は、実効再生産数が再反転せず、宣言期間中を通じて

1を十分に下回りつつずっと低位で維持された。国民のほとんどが感受性を有

する現状（感染する可能性がある現状）においては、実効再生産数は接触頻度

に比例すると考えられ、緊急事態宣言下で 1未満を維持できたのは接触頻度が

低い状態を維持できたことを意味している。なお、東京のデータ分析では緊急

事態宣言後に実効再生産数が減少したことが示唆されている3。 

 

〇 緊急事態宣言による以下のような変化を通じて、新規感染の抑制に貢献した

可能性が高い。 

①営業やサービス業を含む企業活動を含め、緊急事態宣言期間中を通じて、感

染者と感受性がある（感染する可能性がある）人との接触機会が継続して抑

制され、その減少が維持された可能性 

②クラスターが発生した業種をはじめとするクラスターが発生しやすい場所・

施設の利用機会が、緊急事態宣言による法第 24 条第 9 項と第 45 条による外

出自粛要請及び施設の使用停止の協力要請や使用制限との組み合わせにより

実効的に新規感染が抑制された可能性 

③感染拡大は大都市圏から地方へと波及する傾向にあったが、緊急事態宣言に

より域外への外出自粛を要請することで、人の移動が抑制され、大都市圏内

の感染拡大だけでなく、地方都市への感染拡大に歯止めがかけられたこと 

                                                      

3 北海道大学西浦教授らの推計によれば、①3 月 25 日迄の 3 月、②3 月 26 日～4 月 7 日、③4 月 8 日

以降、の 3 期間に分けて実効再生産数を階段関数により推定したところ、それぞれ 1.73（95％信用区

間：1.69-1.77）、0.82（95％信用区間：0.79-0.86）、0.59（95％信用区間：0.56-0.62）と推定された。 
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④4月 16 日から 5 月 14 日までは全国が対象となり、国と連携して、全国の都

道府県知事の下、一体となって対策が推進されたこと、 

などが挙げられる。 

 

 〇 また、緊急事態宣言による医療提供体制への影響としては、 

①宣言により、地域において入院医療体制の整備が一気に進んだこと、 

②こうした対応が進む中で、新規感染の抑制の成果と相まって、医療提供体制

は一時の逼迫を免れたこと 

などが考えられる。 

 

〇 今後とも更なる詳細な検証が期待される。 

 

（３）見えてきた課題 

○ このように、新規感染者数等の抑制に関しては一定の成果を挙げたものの、

緊急事態宣言下における各種の取組を通じて、多様な課題が明らかとなった。 

 

○ 国内においては、SARS や中東呼吸器症候群（MERS）の感染者が報告されるこ

とはなかったが、これらの対応に関する直接的な経験を得ることもなかった。 

  また、我が国では 2009 年の新型インフルエンザ発生以来、新型インフルエン

ザ等特別措置法の制定や政府行動計画の作成・運用を通じてパンデミック対策

を行ってきたが、指摘された課題4のうち改善が十分ではない点があったことや、

新型インフルエンザ対策とは異なり、簡便に利用可能な検査キットや効果的な

治療薬・ワクチン等がない中での対応が求められている点などが課題としてあ

げられる。 

 

○ 具体的には、保健所の業務過多により相談から検査までの時間がかかったこ

と、検体採取機関の不足・キャパシティ不足により、検査が必要な方に対して、

PCR 等検査が迅速に行えなかったこと、医療機関が逼迫し、受入病床・宿泊療

養施設の確保に時間を要したこと、感染者のピーク時に必要となる衛生資材

（サージカルマスクなどの個人防護具、消毒用エタノール等）が早期に確保で

きなかったこと、感染者数が増加する中で感染症サーベイランスシステムの入

力率が低下したこと、広報・リスク／クライシスコミュニケーションの体制が

不十分であったことなど、多岐にわたった。 

 

○ これらの課題のうち、主な事項については、次章において、改めて政策分野

ごとに整理した上で、指摘を行うとともに、次なる波に備えた対応の方向性を

指摘する。 

                                                      

4 新型インフルエンザ(A/H1N1)対策総括会議 報告書.平成 22 年 6 月 10 日. 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/dl/infu100610-00.pdf 
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４．今後の政策のあり方 ～ 次なる波に備えた安全・安心のためのビジョン ～ 

○ 3 月下旬から生じた急激な感染拡大については、これまでの多くの市民の皆

様のご協力により、オーバーシュートを免れ、新規感染者数をいったん減少傾

向に転じさせることができた。専門家会議として、改めて、これまでのお一人お

ひとりのご協力に、心より感謝申し上げたい。 

 

〇 しかし、この感染症に対しては、長丁場での対応が予想され、現に諸外国に

おいては、行動制限の解除後に感染の再拡大が起こった例も複数報告されてい

る。このため、次なる波に備えて、前章で例示したこの間の経験を通じて、明ら

かとなった様々な課題を振り返った上で、それらを速やかに解決する必要があ

る。 

 

〇 具体的には、国は、以下に示す「次なる波に備えた安全・安心のためのビジョ

ン」の方向性にしたがって、各種課題などに対する対応を講ずることにより、国

民の生命を守っていけるようにするだけでなく、政策が目指すべきところを指

し示すことにより、国民の不安の解消にも努めるべきである。 
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（１）次なる波に備えた「検査体制」（行政的検査・臨床診断的検査の両方を含む）

の更なる強化について 

 

（２）次なる波に備えた「医療提供体制」の更なる強化について 

 

（３）次なる波に備えた「保健所機能」・「サーベイランス」・「感染予防対策」の 

更なる強化について 

 

①感染時の重症化リスクの高い集団に対する感染予防対策について 

・ この感染の拡大防止にあたっては、クラスターの連鎖をいかに防いでい

くかが課題であり、特にクラスター連鎖が生じやすい場所として、 

ⅰ）病院内、 

ⅱ）高齢者・障害者施設等における施設内、 

ⅲ）接待を伴う飲食店など 

について、重点的な対応を講じていくことが求められる。 

 

②水際対策の見直しの方向性について 

・ さらに、3 月下旬以降の感染拡大に、海外からの輸入例が大きな影響を

及ぼしたと想定されることを踏まえ、水際対策の見直しに当たっては、慎

重な対応が求められる。 

 

（４）治療法・治療薬の確立、ワクチン等の開発の促進について 
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（１）次なる波に備えた「検査体制」の更なる強化について 

〇 特に 4 月上旬から中旬にかけて感染者数の増大が見られた時期に、医師が必要と判断した者に対し、PCR 等検査が迅速に行えない地域

が生じた。検査体制の更なる強化を図ることにより、より迅速な検査を行うとともに、濃厚接触者の検査などの感染防止対策の強化や、

院内・施設内の感染防止の対策の強化を行う。 

 

課題 対応策 今後の方向性 

相
談
体
制 

保健所の業務過多 

・電話がつながらない 

・相談から検査を受けるまで時

間がかかる 

 

〇保健所の体制強化 

・全庁的な体制強化、業務の外部委託の推進 

〇相談センターを通じない受診ルートの拡充 

・地域外来・検査センターの設置促進によるかかりつけ医への相

談ルートの確立 

〇IT を利用した情報収集、情報提供等の効率化 

○早期診断により、早期の医療や感染拡大防止に

つなげていくことが重要。 

 

〇平行して前駆症状・初期症状の解明や、早期診

断・早期治療につなげるための検査対象の検討も

行っていくことが必要である。 

 

〇このため、左記の対策をさらに進め、迅速・スムー

ズに対応できる体制を構築し、相談から検査を受

けられるまでの日数の短縮を図る。 

 

〇抗原検査については、PCR 等検査との役割分

担を明確化した上で、感染力の高い人を探知で

きるという特性を活かし、院内感染、施設内感染

の防止に向けた積極的な活用を促していく。 

 

○唾液検査等の簡易検体採取及び迅速診断法の

実用化を加速化する。 

受
診
・
検
体
採
取 

 

検体採取機関の不足 

・人材の不足 

・個人防護具の不足 

〇地域医師会等と連携した地域外来・検査センターの設置等 

・ドライブスルー方式等の導入による検査の効率化 

〇人材の確保：地域の医師会等との調整、看護師の復職呼び

かけ、歯科医師等の活用など幅広い人材の活用 

○医療機関と都道府県等の契約締結の促進 

〇マスク・ガウン等の個人防護具の供給 

・緊急時の国直接配布、個人防護具の備蓄 等 

検
査
体
制 

 

検査機関のキャパシティ不足 

・民間検査機関の偏在 

・試薬の確保に課題 

・抗原検査は、精度に課題があり、

役割分担が確定していない 

・検査を行える人材の不足 

〇地方衛生研究所・医療機関等への検査機器導入支援 

○民間検査受託機関の活用 

〇検査の自動化の推進 

○様々な検査試薬を利用するための品質管理（バリデーション

等）の実施 

〇抗原検査の活用（5/13 に薬事承認・保険適用） 

〇行政検査・臨床診断検査、両面からの強化 

〇PCR等検査を行える人材を養成するための研修 

結
果
把
握 

迅速性・正確性の問題 

・届出の方法（現行はFAX） 

・把握の正確性 

○地域における感染症情報センター機能の強化 

〇HER-SYS（※）の導入（5 月中に稼働開始） 

・感染者等の情報（症状、行動歴等）を電子的に入力し、

一元的に情報の管理、共有 

（※）新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム 

〇HER-SYSの全国展開により、PCR等検査や抗
原検査の実施状況等を迅速かつ正確な把握を
可能に。 

・検査が必要な者に対し、PCR等 

検査が迅速に行えなかった。 
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〇各種検査方法の特徴と留意点について 

PCR等検査の留意点 

○ 新型コロナウイルスに特異的なウイルス遺伝子配列をPCR法、RT-PCR法、LAMP法等により増幅して検出する検査法であり、主に鼻咽頭や咽頭のぬぐい液等の検体

の中に、わずかでもウイルスの遺伝子が含まれていれば増幅して検出できる。 

〇 PCR等検査は、感染性のあるウイルス粒子そのものではなく、あくまでウイルス遺伝子の存在を鋭敏にとらえる方法であることに留意する必要がある（PCR等検査陽性＝

感染性のあるウイルス陽性、というわけではない） 

〇 比較的感度が高いという特徴があるが、検査には専用の機器と熟練した人材が必要であり、検査結果が出るまでに数時間を要するなど簡便な検査とは言いがたい（業

者による検体搬送を伴う場合は数日程度を要する。）。さらには、鼻咽頭や咽頭のぬぐい液等の検体採取時の医療従事者の感染防止にも十分注意する必要がある。 

〇 現在、唾液検体を用いた検査法も検討が行われている。 

 
抗原検査の留意点 

○ 抗原検査は、主に鼻咽頭や咽頭のぬぐい液等の検体の中に、含まれるウイルスの成分である抗原に特異的に結合する抗体と反応させることにより、検体採取時点で感染

をしているかどうかを確認する検査である。 

○ 30分程度と短時間で診察室などでも簡便に検査ができるキットが国内で承認され、流通が始まったところである。 

○ 一方で、PCR等検査と比較すると、陽性になるために多くのウイルス量が必要であり、ウイルス量が少ない場合の検出能力が低いため、現時点では、発症前などの症状に

乏しい感染者に対する検査には使いにくいという限界がある。これらの検査限界を知りながら使用することには意義がある。 

 
抗体検査の留意点 

○ 抗体検査とは、病原体に対応するため、体内で作られる「抗体」と呼ばれるたんぱく質が、血液中にあるかどうか調べるもので、過去の感染の有無を確認する検査である。

一般的に抗体がある場合には、病原体に対する免疫が獲得されているとされるが、新型コロナウイルス感染症における知見は明らかでなく、現時点では、過去の感染の確認

以上の意義を持たない。 

○ 今後、政府は、6月初旬に地域での感染拡大の状況を把握するために1万人規模で抗体検査を行う予定である。ここでは、抗体の保有状況を正確に把握するために

定量的測定が可能な手法などにより詳細な評価を行う予定である。 

 

すべての検査に共通する留意点について 

○ PCR等検査、抗原検査、抗体検査では、いずれも偽陽性（誤って陽性と判定されること）や偽陰性（誤って陰性と判定されること）が一定の確率で起こることが知られ

ている。これには検査方法の特性の場合のほか、検体採取方法・手技によることがある。 

○ 特に、研究用試薬として市場に流通しているものを用いる場合には、注意が必要である。例えば、抗体検査については、主にイムノクロマト法と呼ばれる迅速簡易検出法

（特殊な検査機器を要しない検査法）のキットが研究用として流通しているが、日本国内で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

（薬機法）上の承認を得たものではない。期待されるような精度が発揮できない検査法による検査が行われている場合があり、注意を要する。 

○ 検査等を個人が自由意思で受ける場合も、提供する医療機関が十分な説明を行い、こうした限界を十分に理解する必要がある。また、国内外において、組織的に従業

員や学生に検査を受けさせる動きが見られるが、検査の限界やリスク、結果の取扱いも含めた十分な説明を受け、自由意思に基づく実施体制とすべきである。特に、抗体

検査の場合、その結果のみをもとにした取扱いの変更があってはならず、陽性者に対して感染リスクの高い作業に従事させることがないよう、留意と周知が必要。 
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（２）次なる波に備えた「医療提供体制」の更なる強化について ～ 平時の医療提供体制との切替え ～ 
〇 今後、感染が大きく拡大する局面も見据え、必要となる医療提供体制を重症度別に確保しておくべきである。この際、3月下旬からの経
験を踏まえて、流行の立ち上がり速度や緊急事態宣言を含む公衆衛生上の対策の効果を踏まえた新たな患者数の再推計を行うとともに、
併せて、患者が少ない時であっても準備をしておくべき最低限の病床や宿泊療養施設の病床数等の目安を示し直すともに、その確保を都
道府県に求めていくべきである。 

〇 また、感染が小康状態であっても、これまで 100～140 人規模の比較的大規模なクラスターが複数発生したことに鑑み、すべての都道府
県は同規模のクラスターが突然発生することを想定して常に備えるべきである。そのため確保している病床をすべて平時の状態に戻すの
ではなく、そのうち最低限の確保すべき病床数等については、原則空床としたり、患者の移動などにより速やかに入院させることができ
る病床として確保しておくべきである。また、軽症者用に宿泊療養施設は常に一定数以上確保しておくことや、それでも入院病床が確保
できない場合が起きうることも想定し、周辺都道府県への広域搬送することについても事前に協議し、体制を整えておく必要がある。 

○ さらに、医療提供体制の逼迫を予防する観点から、確保病床数と患者発生数等の参考に、緊急事態宣言とは別に都道府県ごとに「メデ
ィカル・アラート（Medical Alert）」を発出する条件などを検討すべきである。 

 課題 対応策 今後の方向性 

入
院
医
療
体
制 

医療機関の逼迫 

・受入病床・宿泊療養施設の確保 

・重症患者受け入れ医療機関の確保 

・医療機関ごとの役割分担の明確化 

・病院の財務状況が悪化 

〇都道府県ごとのピーク時に対応可能な病床数、入院者数、宿泊療養者

数、自宅療養者数の公表 

〇調整本部の設置（47都道府県で設置済） 

〇重点医療機関等の設置及び拡充 

○感染が小康状態における病床確保と感染拡大時に向けた計画及び備え 

○疑い患者を受け入れる病院の確保 

○重症者増加時の三次医療圏内の重症者向け病床確保計画の立案 

○大規模クラスターが発生した場合に広域搬送を可能とする体制整備 

〇引き続き、病床確保など左記の対応

を進めていく一方で、新型コロナウイル

ス感染症以外の患者に対する医療を

通常どおり実施できる体制の確保に

も努めるものとする。併せて、医療機

関の財政的支援も検討していく。 

 

〇併せて、平時の医療提供体制との

切替えが円滑に行われるようにして

いく。 

 

〇これらの取組を通じて、感染再拡大

時に、普段なら救える命が救えなく

なるような医療崩壊を絶対に起こさ

せないようにする。 

病
床
調
整 

空き病床の把握、調整の仕組み 

 ・病床の稼働状況等を電話で確認する以

外情報を得る方法がない。 

・関係機関で情報共有がなされない。 

〇G-MIS（※）により、病院の稼働状況、医療機器（人工呼吸器等）、

医療資材（マスクや防護服等）の確保状況等を一元的に把握・支援 

〇「患者搬送コーディネーター」に必要な連絡が取れる体制の確保 

〇宿泊療養施設受入可能室数等について、国でも把握 

〇緊急包括支援交付金により、人工呼吸器や個人防護具、簡易陰圧装置

などの設備整備等を支援 

 （※）新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム 

資
材 

人工呼吸器、ECMO、PPE等の確保 

・ピーク時に必要となる資材等の確保 

人
材 

医療人材の確保 

 ・医療従事者の離職、人材不足 

〇緊急包括支援交付金等より、①現場の医療従事者の離職防止、②潜在

有資格者の現場復帰促進、③医療現場の人材配置転換等に取り組む。 
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（３）次なる波に備えた「保健所機能」・「サーベイランス」・「感染予防対策」の更なる強化について 

〇 今後、感染拡大の局面を見据え、クラスター対策が可能な水準を引き上げる必要性がある。また、患者情報や感染状況の的確な把握等

をできる体制を整備するとともに、感染時の重症化リスクの高い集団等に対する感染予防対策を強化しておく必要がある。 

 課題 対応策 今後の方向性 

保
健
所
体
制
強
化 

・
業
務
分
担 

 

積極的疫学調査の体制 

・積極的疫学調査、入院患者の経過状

況把握だけでなく、感染者の移送業

務、医療機関からの頻繁な連絡への対

応などで忙殺。 

〇本庁からの応援、OB職員の再雇用、都道府県看護協会からの支援など 

〇帰国者・接触者相談センター業務（コールセンター、メディカルコンシェルジ

ュ）の委託・外注を促進 

〇各都道府県等において、積極的疫学調査を行う人材の育成を図る。 

〇保健所の体制強化とICTの活

用によりクラスター対策を抜本的

に強化。クラスター対策が可能

な水準を引き上げることにより、ク

ラスターからクラスターへの感染拡

大を断ち切る。 

〇実地疫学専門家や公衆衛生従

事者などの感染症疫学に携わる

人材養成を推進する。 

〇現場負担の軽減を図った上で、

感染状況等の動向を迅速かつ

正確に把握する。 

〇感染経路の分析などにつながる

積極的疫学調査の詳細情報の

国と自治体との共有について、個

人情報への配慮の観点も踏まえ

つつ、ルールを明確化する。 

ICT

活
用 

状況把握に課題 

・人員を十分に増やせない中、効率的な

感染対策や感染状況等の把握に課題 

〇接触確認アプリの活用 

 ・接触確認アプリやSNS等の技術の活用を含め、効率的な感染対策や感

染状況等の把握を行う仕組みを政府として早期に導入する。 

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
強
化 

データの収集・報告に関する課題 

・感染者数が増加する中、感染症サー

ベイランスシステム（NESID）の入力

率が低下。個別自治体からの直接聞

き取りや、HP 等で公表情報を参照せ

ざるを得ない状況となった。 

・休校された学校が多かったため、学校に

おける感染の症例は今のところあまり把

握されていない。 

○HER-SYSを全国で導入。 

・感染症法に基づく届出、検査実施、治療中の病状の変化、積極的疫学調査

における健康観察、患者死亡等の複数の主体が共有すべき情報の効果的・効

率的な収集・共有を図る。 

・新型コロナウイルス感染症に係る情報管理は NESID から HER-SYS に移

行（NESID の入力は不要になる）。NESID 入力済みデータは、厚生労働

省が一括移行。その他の自治体保有情報は、自治体の要請に応じ、厚生労

働省がHER-SYSへのデータ移行を支援。 

・医師等に対して、疑似症の定義に該当し検査する場合に届出をすることについ

て周知を徹底。濃厚接触者についてもHER-SYSへの入力を徹底する。 

○地域の感染症サーベイランス機能を持つ地方感染症情報センターの充実強化 

〇学校の再開に伴い、「学校欠席者情報収集システム、保育園サーベイランス」

の強化を通じた流行状況の把握が求められる。 

感
染
予
防
対

策
の
強
化 

院内・施設内等でクラスター連鎖

が頻発 

海外からの輸入例 

〇感染時の重症化リスクの高い集団等に対する感染予防対策として、院内感

染対策、高齢者・障害者施設等における施設内感染対策が求められる。 

〇今後、人々の国を超えた往来についての議論が始まることが想定される。 

〇下記（５）、（６）において対

策を整理する。 
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（４）治療法・治療薬の確立、ワクチン等の開発の促進について 

 ○ 新型コロナウイルス感染症に対しては、まずは効果的な治療法・治療薬を開発し、過度に恐れずに済む病気に変えていくとともに、ワ

クチン等の開発を強力に進めつつ、研究体制を整えることにより、感染症の克服を目指していく。 

 課題 対応策 今後の方向性 

重
症
化
メ
カ
ニ
ズ
ム

解
明 

重症化メカニズムが未解明 

・大部分の患者が無症状又は軽症である一方、重

症化を来すメカニズムが不明であった。 

・早期介入により重症化を防止する重症化マーカ

ーが存在しなかった。 

○5月18日に改訂した「診療の手引き」において、無症状から中

等症への病状進行を示すサイン、重症化マーカーとして有用な

可能性がある項目を示している。 

あ 

○より精度の高い重症化マーカーの確立に向けた研究を行う。 

○検査体制の拡充とあわせ、早期診断
により患者を軽症段階で確実に捕捉

し、早期の介入によって、重症者・死
亡者の発生を防ぐ。 

 ⇒過度に恐れずとも済む病気に変えて
いく。 

 
〇迅速・効率的な重症化マーカー、治
療法・治療薬等の開発に向け、臨床
研究を実施する。 

治
療
法
・
治
療
薬
の
開
発 

治療法・治療薬が存在していない 

・新たな感染症のため、確立された治療薬が存在

しなかった。 

・血栓症など治療上注意すべき病態が徐々に明ら

かになってきている。 

〇レムデシビルは既に薬事承認され、必要とする患者のもとに届く

よう、在庫の確保及び適切な供給が図られている。 

〇ファビピラビル（アビガン）、シクレソニドなどについても早期承

認に向けた治験等が行われている。 

〇令和２年度補正予算（案）などを活用し、既存の治療薬等

の治療効果及び安全性の検討や新薬の開発を行う。 

○血栓症など注意すべき病態にも対応できるよう、適宜知見を集

めて診療の手引きを改訂する。 

ワ
ク
チ
ン 

開
発 

ワクチンも存在していない 

・新規感染症のため、ワクチン等も存在しない。

（MERS,SARSは未だ有効なワクチンがない。） 

○必要な予算を確保し、有効性・安全性の優れたワクチンの開発

を行う。また、生産体制の構築も同時進行で進め、「できるだけ

早く」国民に必要なワクチンを確保し、速やかに接種を行える

体制の構築に向けて準備する。 

○国内においても「新型コロナウイルス」

のワクチンをできるだけ早期に開発す
るともに、並行して、供給体制の強化
及び接種体制の整備を図る。 

研
究
体
制 

研究体制が不十分 

・諸外国に比べ専門家が少ない等、研究体制が不

十分。特に臨床検体を収集して病態解明につな

げる研究や、状況に応じて機動的な研究が不足 

・医師は、診療業務等に追われ、研究補助の人員

も不足し、貴重な臨床データ等が散逸。 

・研究機関が公衆衛生上の危機に関する法令・指

針の例外規定の運用に不慣れ。 

・地衛研においては、検査・情報提供等に追われ、

研究に関わる時間・人員が不足している 

○貴重な臨床情報の散逸を防ぐためにも臨床情報等を収集する

仕組みを設け、パンデミック時に即座に対応する調整機能が

必要。 

 

〇人員確保や体制整備等を直接経費で賄うことが必要。 

 

〇研究対象者の保護を最優先としつつ、研究機関や倫理審査

委員会が法令・指針の例外規定を適切に運用し、質の高い研

究を迅速に推進する体制を構築する。 

〇迅速かつ機動的に研究事業を企画
し、散逸するデータをまとめ、調整する

感染症研究のオールジャパンの体制を
構築する。国立感染症研究所と国立
国際医療研究センターを中心に、感
染症関連学会等や関係機関と協力し
て必要な人材や継続的な研究費を確
保しながら整える。 
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（５）感染時の重症化リスクの高い集団等に対する感染予防対策について 

〇 前述のとおり、この感染症は、約 8 割の方は他の人にうつさない一方で、残

りの 2 割の中の一部の方によるクラスター感染の連鎖を通じて感染が拡大する

ことが分かっている。 

 

〇 前述のとおり、感染の拡大防止にあたっては、クラスターの連鎖をいかに防

いでいくかが課題であり、引き続き、クラスター感染が生じた場所等に対する

注意喚起や重点的な対応を講じていくことが求められる。 

 

〇 併せて、感染時の重症化リスクの高い集団等に対する感染予防対策を講じて

いく観点からは、具体的にどのような環境下で感染拡大が生じたかを解明して

いくことが重要である。こうした観点から、クラスター感染が生じた場として、

院内感染対策と高齢者・障害者施設等における施設内感染対策を整理した。 

さらに、国、国立感染症研究所及び地方衛生研究所並びに地方感染症情報セン

ターは、大学などの研究者の力を借りて、疫学調査の結果収集・分析を行うこと

により、感染経路の更なる特定、感染防止対策の精緻化につなげるとともに、保

健所が積極的疫学調査を行うための支援に努めていくことが求められる。また、

自治体から国等への疫学情報の迅速な集約を支援したり、広域クラスターの対

応・調整の仕組みを整備する必要がある。 

 

①院内感染対策について 

○ 諸外国においても、大規模な院内感染や施設内感染が多発しており、我が国

でも各地で発生した。特に新型コロナウイルス感染症と診断されていない入院

患者や医療・施設従事者等から感染源が持ち込まれるケースが多く、院内にお

いて感染拡大につながった要因として、以下のような例が散見された。 

・ 発症前でも感染させたり、発症しても軽症者が多い特性もあり、感染に気が

付かなかった。 

・ 更衣室（ロッカー室）を使用する時間帯が重複しており、他のスタッフと接

触する機会が多かった。 

・ 狭い休憩室で他のスタッフと一緒に休憩をした。 

・ 同じパソコン、マウス、プリンター等を多くのスタッフが共同で使用した。 

・ スタッフの少ない夜勤帯に複数名の患者や入居者の受け入れを行い、手指消

毒がおろそかになってしまった。 

・ 意思疎通が困難な患者や入居者の誤飲を防ぐため手指消毒剤等の設置がで

きず、手指消毒の機会が減ってしまった。 

・ 職員が体調不良であるにもかかわらず、勤務を続けざるを得ない場合があっ

た。 

 

○ 再度、休憩室や更衣室等の環境整備、適切なタイミングでの手指消毒の徹底

など、改めて、いずれの医療機関においても基本的な感染症対策を徹底するな
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どの対策が行えるよう準備を進める必要がある。同時に各医療機関は定期的に

地域の流行状況を把握し、流行が起こり始めた場合には、幅広に新型コロナウ

イルス感染症を疑い、PCR 等検査や抗原検査を実施し、院内の感染対策を講じる

必要がある。 

 

○ 一方で、これまで院内感染、施設内感染が発生した際には外部からの専門的

な視点での助言が有効であったことを踏まえ、事前の備えとして、地域におい

て専門的な助言をできるコアになる人材をあらかじめ育成しておくことが求め

られる。このため、まずは、国が短期間のプログラム（国立保健医療科学院のオ

ンライン学習や国立感染症研究所による実地研修など）を作成する。都道府県は、

域内の大学病院の院内感染担当などの医師や看護師、保健所の医師や保健師な

どある程度知識を持った者に対して受講を呼びかけるものとし、有事に備え、

予め、地域におけるネットワーク構築・チーム編成を行っておくものとする。 

 

〇 また、病院長、施設長等のリスクマネジメント意識とリーダーシップ等によ

りクラスターの規模が大きく異なることから、病院長、施設長等向けの短時間

で理解できる研修資料を作成するとともに、病院長、施設長等が外部からの助

言を受けられやすくなるように、外部専門家との顔の見える関係を構築するな

どの環境整備を行う。 

 

○ また、各医療機関や施設において、従来の新型インフルエンザ等を想定した

事業継続計画（BCP）等について、新型コロナウイルス感染症の院内感染、施設

内感染が発生した際の対応を考慮して作成や見直しを行い、感染の拡大を抑制

しつつ、できる限り優先度の高いサービスの提供を継続できる体制の検討を促

していく必要がある。 

 

②高齢者・障害者施設等における施設内感染対策 

○ これまで、高齢者施設や障害者施設等でも、大規模な施設内感染が発生して

いる。施設内感染の感染ルートは、一般的にはサービス提供者からの感染、利用

者からの感染、面会者からの感染などが想定される。また、前述したような医療

機関での院内感染発生の要因も今後も起こりえることが想定される。 

まず、サービス提供者や利用者からの感染を予防するため、手洗いや適切なマ

スクの着用、「３密」の回避など、適切な感染防止対策を徹底することが必要で

ある。また、面会者からの感染を防ぐため、引き続き、面会の一時中止や回数・

人数の制限などを検討すべきである。なお、一部の施設においてはオンライン面

会を実施しており、こうした手法も参考にして適切に対応すべきである。 

   

○ こうした施設等での感染予防策の実践状況や課題については、流行がある程

度収まっている状況において、都道府県が中心となって連携するなどして、把

握しておくことが望ましい。 
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（施設内感染が発生した場合の人材確保） 

○ 仮にサービス提供者や利用者が感染した場合には、速やかに入院することに

なるが、それまでの間は自宅待機となり、また、濃厚接触者については、サービ

ス提供者は自宅待機、利用者は原則として個室管理を行うことになる。このた

め、これまでもサービス提供者の自宅待機により職員の不足が生じたケースが

あり、３交代勤務を２交代勤務に変更する、同一法人内で職員を融通する、地域

で職員を融通することなどによって対応している。 

人材不足に備えた対策が肝要となるが、一部の都道府県では、こうした事態に

備えてあらかじめ公募によるサービス提供者を確保・派遣するスキームを構築

しており、また、一部の自治体では、近隣の施設からの派遣が受けられるよう公

益社団法人（経営者会）において関係団体に派遣依頼を行うといった対応をして

いる。 

各都道府県においては、関係団体等と連携し、地域の実情に応じた人材確保策

を講じるべきである。なお、障害者施設等の利用者の中には、医療的ケアが必要

であったり、行動障害があったりするなど、一般の病院では入院医療の提供が困

難な方がいることも踏まえて、各都道府県において、衛生関係部局と福祉関係部

局が連携して、医療提供体制等の対応計画を整備すべきである。 

 

（物資確保） 

○ また、サービス提供者や利用者が感染した場合には、サージカルマスク、手

袋、ガウン、ゴーグル、消毒用エタノールなどの必要な衛生・防護用品が必要と

なるため、現在、医療機関に優先的に配布されている衛生・防護用品が、高齢者

施設・障害者施設等の福祉サービスを提供する施設・事業所に対しても十分に

供給されるよう、政府において必要量を確保するとともに、各都道府県におい

て各施設等のニーズを把握し適切に配分するための「福祉ルート」を確立すべ

きである。 

 

（感染発生時における施設内での感染対策の強化） 

○ 障害者施設において PCR 等検査の結果、陽性であった利用者が、施設内で療

養したケースがあった。この利用者は、PCR 等検査の結果が陽性であったもの

の、医師の診断によって入院医療を要する症状でないと判断された利用者であ

った。 新型コロナウイルス感染症と診断された場合、入院療養が望ましいが、

利用者の特性なども総合的に勘案すると、自施設の療養とせざるを得ない場合

もあり得る。 

 

○ このため、感染者を施設内で療養させることについては、保健所をはじめと

する都道府県は、施設長と相談の上で、適切に療養が行うことができる体制が

確保されていることを確認し、慎重に最終判断を行うことが必要である。なお、

このケースにおいては、厚生労働省のクラスター対策班から、施設のゾーニン
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グや感染者の感染管理などに関する専門的支援を受けて、自施設での療養を行

った。また、医療スタッフと連携し、感染者の症状が悪化した場合には入院させ

る対応を行った。 

 

○ このように、感染者を施設内で療養させることは、ハイリスクであり、限定

的であるべきであるが、都道府県においては、感染した利用者を施設内で療養

させる場合に備えて、ゾーニングなどを行う感染管理の専門家や医療スタッフ

の派遣方法、必要な物品の確保方法の検討、サービス提供者への研修等の事前

準備を行っておくことが望ましい。 

  なお、高齢者は重症化するリスクが高いことから原則は入院となり、また、

高齢者・障害者施設等においてクラスターが発生した場合には、関連する利用

者や職員などを速やかに PCR 等検査や抗原検査を実施して、適切な感染管理を

実施できるよう体制を整えてく必要がある。 

 

（代替サービスの確保） 

○ さらに、クラスター感染が生じた通所系の事業所の多くは、一定期間事業を

縮小・休業している。一部の都道府県では、濃厚接触により自宅待機となった利

用者への代替サービス（訪問系、通所系）を提供する事業者の公募による確保

や、利用人数を制限して事業を実施する場合に、事業所外で代替サービスを実

施する場合の支援などを行っている。 

 

○ 各都道府県においては、地域の実情に応じた代替サービスの確保策等を講じ

るべきである。なお、代替サービスを担う事業者が、積極的にサービス提供でき

るよう、政府においては、こうした利用者に対して早期に PCR 等検査ができる

よう、優先的に検査すべき対象者の整理及び検査態勢の拡充を図るべきである。

特に、障害者の中には、マスク等を着用したサービス提供が困難な方がいるこ

とにも十分に配慮する必要がある。 

 

③クラスター感染が生じた場における感染予防対策について 

○ これまで、接待を伴う夜間の飲食店等において、クラスター感染（集団感染）

が発生したことが分かっており、効果的な感染予防対策について十分な検討を

行うべきである。 

 

（６）水際対策の見直し 

○ 近隣諸国において、感染者数の減少が報告されており、今後、人々の国を越

えた往来についての議論が始まるものと想定される。諸外国における患者数を

特定するサーベイランスの体制は様々であり、現在報告されている患者数が必

ずしもその国の流行状況を反映していない可能性も考慮し、慎重に見極める必

要がある。 
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○ 3 月中旬からの国内での感染拡大のきっかけは感染対策が十分に進んでなか

ったところに欧州等で感染した帰国者の流入によって、流行が拡大したことが

ウイルスの遺伝子解析で明らかになっている。今後、海外との往来の再開が、国

内での再度の流行拡大のきっかけとなる可能性がある。 

 

○ 今後の水際対策の手段の検討にあたって、政府部内において十分な議論をし、

各国の流行状況や国を越えた人々の往来の正常化を目指すための国際的な取組

みの動向を見極めつつ、出口戦略としての開国並びに感染拡大の防止、入国者

が発症した場合に対応する医療機関の負担、さらには、流行の拡大に伴う、再度

の入国制限の考え方などを明らかにし、対策を実行する必要がある。 

 

○ また、国内で感染拡大を防ぐ新しい生活様式が定着するまでの当面の間は、

入国者を一定の数に限定するなどして徐々に緩和を目指すことが適当である。 

 

 

５．緊急事態宣言解除後における市民生活・事業活動の段階的な移行について 

○ 緊急事態宣言が解除された現在、社会経済活動が急速に活発化していくこと

が想定される中、感染拡大防止との両立が、次なる感染の波を防ぐ意味で極め

て重要な課題となる。 

 

○ 具体的な対応の考え方等については、5月 14 日の提言において、「特定警戒都

道府県等からの対策移行の際の基本的対処方針」を示しているが、全国で緊急

事態宣言が解除された後においても、感染の再流行を防ぐ観点から、感染リス

クに応じて、市民生活や事業活動を段階的に移行していくことが求められる。 

 

○ 緊急事態宣言解除後における市民生活、事業活動の段階的な移行に関して特

に留意すべき点は、以下のとおりであるので、感染拡大の防止に向けて、必要な

協力を市民にお願いするよう政府及び各都道府県に求めたい。 

 

（１）市民生活における留意事項 

○ 全ての地域において、一人ひとりが、 

 ・「３密」の回避や、「身体的距離の確保」「マスクの着用」「手洗い」をはじめと

した基本的な感染症対策を継続するともに、 

  ・「新しい生活様式」を日々の生活の中で継続して実践していくことが重要であ

る。 

 

○ また、地域ごとの感染状況を踏まえ、一定期間、不要不急の帰省や旅行など

については、特定警戒都道府県であった都道府県との間の移動などを避け、観

光はまずは県内など近隣のエリアで楽しむことから始めるよう検討いただく

ことが望ましい。 
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○ さらに、これまでにクラスターが発生しているような場については、一定期

間、その利用を避けるともに、利用する場合には、施設等における感染防止対

策が適切に講じられているかなどを充分確認するとともに、一人ひとりが感

染防止対策を徹底することが求められる。 

 

（２）事業活動における留意事項 

○ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの策定については、5 月 4 日の提言等

を踏まえ、順次、各業界において対応を進めていただき、既に 100 件を超える

ガイドラインが策定済みとなっている。 

 

○ 緊急事態宣言が解除された現在においては、様々な事業活動が順次活発化し

ている中で、それぞれの職場で、感染拡大防止ガイドラインに基づく感染予防

対策を確実に実践いただくともに、実践を踏まえたガイドラインの必要な見直

しや充実が順次進められることが求められる。 

 

○ さらに、国においては、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防

止するためのチェックリスト」の作成・周知などに取り組んでいるが、引き続

き、各業界と連携し、働く方々が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先し

て取り組むことが重要である。 

 

○ なお、イベント等の開催については、政府の「新型コロナウイルス感染症対

策の基本的対処方針」（令和 2 年 3 月 28 日（令和 2 年 5 月 25 日変更））におい

て、段階的な緩和の在り方が示されているが、国や都道府県においては、地域の

感染状況や、イベント等の開催時における具体的な対応等について把握の上、

必要に応じて、主催者等に対して、具体的な協力要請などを行っていくことが

適当である。 

 

 

６．都道府県等の対応について 

〇 新型コロナウイルス感染症の感染再拡大が懸念される中、新型インフルエンザ

等対策特別措置法に基づいて、各地域において主導的な立場で対応を求めるのは

都道府県知事の役割とされている。緊急事態宣言が解除された現在でも、都道府

県知事のリーダーシップの下、次なる波に十分備えておくことが求められる。 

 

〇 このため、5 月 14 日の提言では、感染の状況等について、都道府県において充

分なモニタリングを行うことの重要性とともに、地域のリスク評価に応じた対応

の在り方を具体的に示したところである。 
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○ 都道府県においては、５．における市民生活や事業活動の段階的移行に必要な

情報提供や周知・啓発に取り組むことに加え、5 月 14 日の提言で示した考え方を

踏まえ、以下の「次なる波に備えた都道府県等の体制整備のためのチェックリス

ト」を活用して、各都道府県内における医療提供体制、保健所の体制、検査体制、

サーベイランスの状況等について、定期的に点検を行っていくべきである。 

 併せて、具体的な取組については、別添２として事務局提示資料である「都道

府県等における取組について」を添付しておく。 
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次なる波に備えた都道府県等の体制整備のためのチェックリスト 

１．検査体制 

 （１）PCR 等検査 

□ 相談、検体採取、検査の一連のプロセスを点検し、改善すべき点を明らかにして

必要な対策を行ったか 

□ 帰国者・接触者相談センターの業務委託の推進が図られているか 

□ 契約締結を求めている医療機関との契約の提携が進んでいるか。 

□ 大型のテントやプレハブ等の設置、地域医師会等と連携した地域外来・検査セン

ターの設置など、外来診療体制の増強が図られているか 

□ 感染拡大局面に当たって直ちに地域外来・検査センターの体制拡充が行われる

よう、輪番等による具体的な必要人員の確保を含めて調整されているか 

□ 発症日、相談日、検査日、結果判明日、本人への報告日までの日数がモニタリン

グできているか 

（２）地方衛生研究所の体制拡充 

□ 人員の応援体制ができているか 

□ 検査機器や検査試薬の確保状況をモニタリングし、不足した場合に配布する等

適切に対応できているか 

（３）民間検査機関等の拡充、利用促進 

□ 民間検査機関等の利用が進んでいるか 

□ 民間検査機関等の検査結果が適切に報告されるスキームが構築出来ているか 

（４）試薬や検査機器、個人防護具などの確保に向けた取組 

□ 試薬や抗原検査キット、個人防護具の確保状況をモニタリングし、不足した機関

に対し適切に配布できているか 

 

２．医療提供体制 

 （１）役割分担 

□ 協議会が設置され定期的な活動が行われているか 

□ 地域の医療機関ごとの役割分担（重点医療機関の設定等）の明確化はなされてい

るか 

□ 軽症者の宿泊療養施設の確保はできているか 

□ 疑い患者の救急搬送を受け入れる病院は確保されているか 

□ 他の疾患の患者に対する治療に重大な支障が生じてないか 

（２）空き病床の状況把握、調整の仕組み 

□ 調整本部は、患者発生状況や空き病床の状況等を毎日把握しているか 

□ G－MIS 等により各医療機関の現状を迅速に把握できる仕組みが構築できている

か 

□ 患者の搬送調整の中心となる「患者搬送コーディネーター」に必要な際にすぐ連

絡が取れる体制（オンコール）がとられているか 
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□ 患者が増加した場合の調整本部の再活性化について、関係者間で取り決められ

ているか 

□ 病床確保に関する広域連携の仕組みについて検討・調整が行われているか 

（３）院内感染対策 

□ 外部からの専門的な助言や支援を提供できる体制が構築されているか 

□ 感染症指定医療機関に限らず、一般医療機関においても基本的な感染対策が行

われるような体制が構築されているか 

 

３．保健所の体制 

 （１）人員体制 

□ 本庁主導で、業務外注など、必要な業務の見直しが行われているか 

□ 本庁からの応援、OB 職員の再雇用など、必要な増員が図られているか 

（２）積極的疫学調査・クラスター対策 

□ 人員の応援体制ができているか 

□ 人員の訓練体制ができているか 

□ データを作成・分析する体制ができているか 

（３）相談業務 

□ 帰国者・接触者相談センター業務の更なる外注、業務委託の推進等はなされてい

るか 

□ 感染拡大局面でも十分に相談に応答する体制が計画されているか 

□ 電話相談の件数に応じて電話回線数を調整できるよう応答率を確認しているか 

（４）搬送業務 

□ 民間輸送業者の活用等、検体の搬送体制が整えられているか 

（５）業務効率化 

□ 縮小・延期等が可能な業務を把握できているか 

□ 業務効率化のため、HER-SYS などの ICT 技術を活用しているか 

 

４．サーベイランス 

 （１）疑似症の届出 

□ 感染症法第 12条に基づく疑似症の届け出についてその必要性が医療機関に十分

に周知できているか（検査結果陰性の時は届け出なくていいと誤認されていない

か） 

□ 医師が必要と認めた場合に検査を実施した時、陰性結果も含め、届けられている

か 

（２）HER-SYS  

□ HER-SYS を利用し、報告する体制が構築されているか 

□ HER-SYS について、管内の医療機関に対し周知し、利用を促しているか 

（３）モニタリング 
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□ 新規感染者数、人口 10 万人当たりの新規感染者数の割合、経路不明の感染者数

の割合など、地域の感染状況（疫学状況）を適宜把握し、定期的に公表しているか 

□ 新型コロナウイルス感染症の重症者数、入院者数及び宿泊療養施設使用数など

の医療提供体制の状況を適宜把握し、確保病床数、宿泊療養施設確保室数などとと

もに定期的に公表しているか 

□ PCR 等検査件数及び陽性検体数など検査体制の関する状況を適宜把握し、定期的

に公表しているか 

 

５．地方自治体における即応体制 

 □ 感染拡大の傾向が見られ、法第 24 条第 9項に基づく措置等を講じる際の判断基

準や考え方を設けているか 

□ 感染拡大の傾向が見られた際に、ホームページ等で市民に速やかに状況や対策

を伝える仕組みが計画されているか 

□ 感染拡大の傾向が見られた際の、対策本部等自治体内の連絡手順や体制切替え

の手順等を準備しているか 

 

６．高齢者・障害者施設等への支援体制 

 （１）人員・物資の確保 

□ 施設内感染の発生を想定した人材確保策（勤務シフトの柔軟な変更、同一法人内

での融通策、地域での人材確保策等）が講じられているか。 

□ 福祉サービスを提供する施設・事業所に対して必要な物資が優先的に供給され

るような仕組みを検討しているか。 

（２）施設内感染対策 

□ 施設内感染の発生を想定した必要な事前準備ができているか（ゾーニングや必

要な物品の確保方法の検討、サービス提供者への研修等）。 

□ 施設内感染の発生を想定した近隣医療機関との連携体制が構築されているか。 

□ 事業所等が閉鎖した場合に備えた代替サービスの確保策が講じられているか。 
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７．終わりに 

〇 これまでの多くの市民の皆様のご協力により、全国及び特定警戒都道府県に

おける新規感染者数のオーバーシュートを免れ、新規感染者数は着実に減少傾

向に転じ、5 月 25 日付けで、全ての都道府県が、緊急事態措置の対象から解除

された。 

 

〇 しかし、今後想定されうる流行シナリオとして、潜在化している感染連鎖が

突如としてクラスターとして顕在化するようなケースや、これまで報告されて

こなかったようなタイプのクラスター感染（集団感染）、海外から人とともに病

原体が持ち込まれることによるクラスター感染の発生などにも十分注意してい

く必要がある。 

 

○ 現に、一部の地域では感染再燃の傾向が見られる。引き続き、まずは簡易に

動向を見ることができる「新規感染者数」の動向や、「感染経路不明な者の割合」

などを注意深く継続的にモニタリングしていく必要がある。 

 

〇 併せて、新規感染者数が一定減少傾向にある今こそ、これまでの課題を整理

の上、次なる波に備えた医療提供体制の整備をはじめとした準備期間として有

効活用する必要がある。特に人員体制の強化は重要であり、緊急時に対応でき

る応援体制を含む対応能力の拡張に向けて準備することが重要である。このた

め、関係者は一丸となって、今回の提言も踏まえつつ、必要な準備を行ってもら

いたい。 

 

○ 専門家会議としては、今後とも、感染状況の把握・分析に努めるとともに、適

時適切に、政府及び各都道府県に対し、必要となる対策等に関する提言を行う

こととしたい。 

  



35 

 

補論       

我が国のクラスター対策について 

 

 

〇 本論の中でも述べたとおり、クラスター対策とは、積極的疫学調査を実施する

ことで、クラスター（集団）感染発生の端緒（感染源等）を捉え、早急に対策を

講ずることにより今後の感染拡大を遅らせたり、最小化させたりするためのもの

である。我が国では、「効果的なクラスター対策」の実施によって、次のような効

果が得られたと考えられる。 

 

①クラスターの連鎖による大規模感染拡大を未然に防止できた。 

②初期の積極的疫学調査から、共通の感染源となった「場」（３密）を指摘し、歌

うことや大声で話すことといった＋αの要素とともに周知に努めたことにより、

クラスター（集団）感染が生じやすい環境をできるだけ回避することを市民に

効果的に訴えることができた。 

③クラスターを中心とした感染者ごとのつながり（リンク）を追うことにより、

地域ごとの流行状況をより正確に推計することができていた。つまり、リンク

が追えない「孤発例」が増加することは地域で感染拡大を示すものと判断する

ことができ、地域での早期の対応強化につながった。 

 

 〇 こうした中で、特徴的なことを 2 つ指摘しておきたい。 

 

（１）中国由来の感染拡大（第 1 波）及び欧州等由来の感染拡大（第 2 波）の検出

が早期になされていたこと 

 

〇 1 月から 2 月にかけて中国を起点とする第１波の流行については、保健所に

よるクラスター対策などの効果により、2 月 25 日までにはクラスター（集団）

感染を含め、国内で 149 例の感染事例が報告されていた。5 

 

累積感染者数 日本 ドイツ フランス イギリス アメリカ イタリア 韓国 台湾 

2 月 18 日まで 60 15 12 9 15 3 31 22 

2 月 25 日まで 149 15 12 13 53 229 892 30 

 

○ このように早期の報告がなされてきた背景には、あらかじめ、オリンピック・

パラリンピックに向けて、未知の感染症等の早期探知のための疑似症サーベイ

ランスの基準を見直した上で、あらかじめ、前広な事例の報告を求めていたこ

とも一因として挙げられる。 

                                                      

5 （出典）日本以外は、以下の HP より作成。https://ourworldindata.org/ 
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〇 他方、同時期に、すでに深刻な地域内流行が始まっていたイタリア以外の欧州、

アメリカなどの先進諸国では、上記表や、「表１ 諸外国の新規感染者数の動向

（報告日ベース）」でも示したように、同時点では、国内感染事例があまり見つ

かっていなかった。   

 

〇 実際には、これらの国々では、水面下で相当の感染拡大が起きていたと考えら

れるが、この時期には感染が探知されず、気が付いた時には、欧州、アメリカな

どでは 3 月中旬以降、急激な感染拡大が起きてしまった。 

 

〇 このように我が国で早期に感染を確認できた背景には、日本では地方において

も医療アクセスが良く、発熱、呼吸器症状などコロナを含め、感染症が疑われる

場合に医師は、胸部 X線、CT 検査、PCR 検査を行った結果、早期に感染を探知で

きたこともあげられる。 

実際、1 月 16 日に確認された、国内での第 1例は、こうした医師の判断で感染

が疑われ PCR 検査が行われ、確認されたものである。 

 

（２）効果的なクラスター対策がなされたこと 

〇 （１）で述べたとおり、日本では、諸外国と比べ、より早く新規感染者やクラ

スターの検知が可能であった。これらの事例の集積を通じて、本専門家会議で

は、この感染症については、3 月 2 日の見解6でも述べたように、感染が確認さ

れた方のうち重症・軽症に関わらず約 8 割の方は他の人に感染させない特徴を

有しており、感染者の多くが他の人に感染させるインフルエンザウイルスとは

明確に違う特性を有していることを早い時期から認識していた。 

 

〇 すなわち、この感染症は、主にクラスターを形成することで感染拡大が起き

ており、クラスターを制御することができれば、（クラスター対策が実施できて

いる範囲において）感染拡大を相当程度制御できるという見通しを持っていた。 

 

〇 また、初期の積極的疫学調査の分析から、クラスターが発生しやすい場の分

析が可能となり、諸外国では認識されなかった「３密」を避けるという効果的な

対応策の発見につながった。 

 

 

 

 

 

 

                                                      

6 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00011.html 
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〇 諸外国における接触者調査では、新規に確認された「感染者」を起点として、

その人が接触した濃厚接触者を洗い出し、将来の感染者を探し出すための「前

向き（Prospective）」の調査が行われている。 

 

〇 こうした調査は日本でも行われているが、日本国内においては、それだけ 

に留まらず、この感染症の特徴も踏まえ、特に、複数の「感染者」を見た場合

には、それぞれに共通する感染源があるかを集中して見ていくことにあった。

つまり、「感染者」を発見したときに、時間的に過去に「さかのぼり

（Retrospective）」、共通の感染源となった「場」を特定し、これらの場に共

通する「３密」の概念を早期に発見するに至った。また、その場にいた者につ

いても積極的疫学調査を網羅的に実施することに早期から力点が置かれたこ

とにあったと言える。ちなみに、こうした「さかのぼり」の接触者調査は、保

健所が従来から結核患者などに対して行ってきた調査方法が一つの土台とな

っている。 

 

〇 すなわち、日本の特徴は、「さかのぼり」の接触者調査の結果、感染源に立

ち返って、その後の感染連鎖を見逃さないようにすることが心がけられてお

り、この結果、①早期に感染源を特定すること、②早期に感染源の関係者を特

定すること、この結果として、③早期に医療につなげること、④早期の感染拡

大に向けた取組につなげていくことに力点が置かれていた。 
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〇 なお、これまでに述べてきたとおり、日本では、クラスターを中心とした感

染者ごとのつながり（リンク）を追うことにより、地域ごとの流行状況をより正

確に推計することができていた。つまり、リンクが追えない「孤発例」が増加す

ることは地域で感染拡大を示すものと判断することができ、地域での早期の対

応強化につながった。 

 

〇 この際、諸外国からの輸入例は、遺伝子解析によって、国内の感染拡大に大

きな影響を及ぼしてきたことが分かっている。すなわち、我が国でも欧州等由

来の第 2 波として、より大規模な輸入例が生じた結果、地域において、孤発例

が多発することとなった。新規感染者数が急増していく中で、こうしたつなが

り（リンク）が見えない孤発例が急増していく中で、4 月 7 日には、緊急事態宣

言による対応を余儀なくされることとなった。 
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別添１ 感染の状況、医療提供体制、検査体制の構築 

 

  
（１）感染の状況（疫学的状況） （２）①医療提供体制（療養状況）

A B C D E F G H I J K L

時点 2019.10 ~5/27(1W) ~5/27(1W) ~5/20(1W) ~5/22(1W)※5/26 5/26 5/23※ 5/23※5/26 5/21

単位 千人 人 人 ％ 人 人 人 人 人 人

北海道 5,250 51 0.971 37 1.38 29% 186 12 180 15 11 22

青森県 1,246 0 0.000 0 - - 2 0 2 0 0 0

岩手県 1,227 0 0.000 0 - - 0 0 0 0 0 0

宮城県 2,306 0 0.000 0 - - 1 0 1 0 0 0

秋田県 966 0 0.000 0 - - 0 0 0 0 0 0

山形県 1,078 0 0.000 0 - - 3 1 6 2 0 0

福島県 1,846 0 0.000 0 - - 7 0 10 0 2 3

茨城県 2,860 0 0.000 0 - - 12 2 19 3 0 0

栃木県 1,934 2 0.103 7 0.29 0% 18 3 17 5 0 0

群馬県 1,942 1 0.051 1 1.00 50% 16 1 24 1 0 1

埼玉県 7,350 7 0.095 24 0.29 14% 71 6 90 6 8 25

千葉県 6,259 6 0.096 13 0.46 33% 51 6 59 6 8 14

東京都 13,921 59 0.424 78 0.76 44% 424 33 530 43 25 53

神奈川県 9,198 39 0.424 99 0.39 34% 141 27 154 30 40 36

新潟県 2,223 0 0.000 1 0.00 - 5 0 12 0 2 2

富山県 1,044 0 0.000 5 0.00 0% 21 0 31 0 1 1

石川県 1,138 6 0.527 6 1.00 11% 56 3 69 3 5 4

福井県 768 0 0.000 0 - - 5 1 8 1 0 1

山梨県 811 0 0.000 3 0.00 67% 1 0 7 1 1 1

長野県 2,049 0 0.000 0 - - 10 1 16 1 0 0

岐阜県 1,987 0 0.000 0 - - 3 1 6 1 0 0

静岡県 3,644 2 0.055 0 - 0% 3 1 3 1 0 0

愛知県 7,552 1 0.013 5 0.20 0% 15 0 31 0 0 3

三重県 1,781 0 0.000 0 - - 3 0 5 0 0 0

滋賀県 1,414 1 0.071 3 0.33 0% 9 1 16 1 1 3

京都府 2,583 1 0.039 1 1.00 - 19 2 34 2 2 6

大阪府 8,809 14 0.159 21 0.67 77% 155 23 252 35 37 70

兵庫県 5,466 3 0.055 4 0.75 25% 34 6 43 12 7 17

奈良県 1,330 1 0.075 0 - 0% 3 0 7 0 2 1

和歌山県 925 0 0.000 0 - - 6 0 9 0 0 0

鳥取県 556 0 0.000 0 - - 0 0 1 0 0 0

島根県 674 0 0.000 0 - - 4 1 5 1 0 0

岡山県 1,890 0 0.000 0 - - 0 0 1 0 0 0

広島県 2,804 1 0.036 1 1.00 0% 5 0 11 1 4 6

山口県 1,358 0 0.000 0 - - 2 1 3 1 0 0

徳島県 728 0 0.000 0 - - 0 0 0 0 0 0

香川県 956 0 0.000 0 - - 0 0 1 0 0 0

愛媛県 1,339 7 0.523 23 0.30 0% 23 1 19 0 7 7

高知県 698 0 0.000 0 - - 1 0 3 0 0 0

福岡県 5,104 24 0.470 2 12.00 0% 33 6 40 4 3 9

佐賀県 815 0 0.000 1 0.00 - 7 0 10 0 3 4

長崎県 1,327 0 0.000 0 - - 0 0 0 0 0 0

熊本県 1,748 0 0.000 0 - - 7 0 10 0 0 0

大分県 1,135 0 0.000 0 - - 2 0 2 0 0 0

宮崎県 1,073 0 0.000 0 - - 0 0 3 0 0 0

鹿児島県 1,602 0 0.000 0 - - 0 0 1 0 0 0

沖縄県 1,453 2 0.138 2 1.00 - 5 4 8 4 0 0

日本 126,167 228 0.018 337 0.68 1,369 143 1,759 180 169 289

※：人口推計　第４表   都道府県，男女別人口及び人口性比－総人口，日本人人口（2019年10月１日現在）

※：累積陽性者数は、感染症法に基づく陽性者数の累積（各都道府県の発表日ベース）を記載。

※：入院患者・入院確定数及び重症者数について、G・H列は5/27 00:00時点。I・J列は５都道県のみ5/23 17:00時点、それ以外の府県は5/21 00:00時点。

※：入院確定数は、一両日中に入院すること及び入院先が確定している者の数。

※：重症者数は、集中治療室（ICU）等での管理、人工呼吸器管理又は体外式心配補助（ECMO）による管理が必要な患者数。

うち

重症者数

入院患者・

入院確定数

うち

重症者数
宿泊患者数

直近１週間と

その前１週間の比

（B/D）

入院患者・

入院確定数
人口

直近１週間

累積陽性者数

対人口10万人

B/(A/100)

その前１週間

累積陽性者数

感染経路不明

な者の割合

（アンリンク割合）

未定稿
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（２）②医療提供体制（病床確保等） （３）検査体制の構築
M N O P Q R S T U V W

時点 5/1 5/1 5/19 5/26 5/26 5/26 ～5/24(1W)～5/17(1W) ～5/24(1W)～5/17(1W)

単位 床 床 室 件 件 人 人

北海道 済 済 済 700 1,558 930 1,332 1,625 0.82 41 60

青森県 済 済 済 128 225 30 32 68 0.47 0 0

岩手県 済 済 済 93 166 85 57 64 0.89 0 0

宮城県 済 済 済 388 400 200 228 318 0.72 0 0

秋田県 済 済 済 105 105 16 17 24 0.71 0 0

山形県 済 済 予定 150 150 203 132 172 0.77 0 0

福島県 済 済 済 229 800 300 672 717 0.94 0 0

茨城県 済 済 済 151 1,000 175 1,078 1,334 0.81 0 0

栃木県 済 済 済 271 271 111 456 620 0.74 5 4

群馬県 済 済 済 170 280 150 334 441 0.76 2 0

埼玉県 済 済 済 602 602 1,055 3,354 4,038 0.83 13 23

千葉県 済 済 済 819 1,700 666 2,057 2,761 0.75 7 18

東京都 済 済 済 3,300 4,000 2,865 9,722 12,189 0.80 50 110

神奈川県 済 済 済 1,346 2,800 2,395 2,811 3,559 0.79 64 97

新潟県 済 済 済 411 766 50 369 492 0.75 0 1

富山県 済 済 済 500 500 100 345 439 0.79 2 4

石川県 済 済 済 233 520 340 210 364 0.58 8 9

福井県 済 済 済 176 350 115 143 221 0.65 0 0

山梨県 済 済 済 80 400 21 997 954 1.05 3 1

長野県 済 済 済 300 300 200 250 344 0.73 0 1

岐阜県 済 済 済 353 458 366 221 248 0.89 0 0

静岡県 済 済 済 200 400 155 549 683 0.80 2 0

愛知県 済 済 済 500 1,500 1,300 893 1,386 0.64 1 8

三重県 済 済 済 175 175 64 99 181 0.55 0 0

滋賀県 済 済 済 259 570 62 246 282 0.87 2 2

京都府 済 済 済 264 400 338 883 1,447 0.61 0 6

大阪府 済 済 済 1,179 3,000 1,565 2,862 4,179 0.68 20 30

兵庫県 済 済 予定 515 515 578 897 1,290 0.70 3 8

奈良県 済 済 済 318 500 108 307 513 0.60 0 0

和歌山県 済 済 済 124 160 － 205 326 0.63 0 2

鳥取県 済 済 済 322 322 640 146 101 1.45 0 0

島根県 済 済 済 253 253 45 113 143 0.79 0 0

岡山県 済 済 済 117 300 78 170 273 0.62 0 1

広島県 済 済 済 266 270 130 319 521 0.61 1 1

山口県 済 済 済 384 384 594 47 104 0.45 0 0

徳島県 済 済 済 172 200 208 36 64 0.56 0 0

香川県 済 済 済 163 163 101 116 153 0.76 0 0

愛媛県 済 済 済 203 203 67 250 433 0.58 9 23

高知県 済 済 済 166 200 16 77 115 0.67 0 0

福岡県 済 済 済 490 1,800 826 1,124 1,599 0.70 8 4

佐賀県 済 済 済 146 232 230 88 130 0.68 0 2

長崎県 済 済 済 307 903 6 232 503 0.46 0 0

熊本県 済 済 済 378 400 1,366 231 400 0.58 0 0

大分県 済 済 済 258 300 65 183 323 0.57 0 0

宮崎県 済 済 済 204 231 200 54 85 0.64 0 0

鹿児島県 済 済 済 253 253 188 81 112 0.72 0 0

沖縄県 済 済 済 225 430 262 266 610 0.44 2 1

日本 - - - 18,346 31,415 19,565 35,291 46,948 0.75 243 416

※：受入確保病床数、受入確保想定病床数、宿泊施設確保数については、5/27 00:00時点。

※：受入確保病床数は、ピーク時に新型コロナウイルス感染症患者が利用する病床として、各都道府県が医療機関と調整を行い、確保している病床数。実際には受入れ患者の重症度等により、変動する可能性がある。

※：受入確保想定病床数は、ピーク時に新型コロナウイルス感染症患者が利用する病床として、各都道府県が見込んでいる（想定している）病床数であり変動しうる点に特に留意が必要。また、実際には受入れ患者の重症度等により、変動

    する可能性がある。受入確保病床数が、受入確保想定病床数を超える都道府県にあっては、受入確保病床数を受入確保想定病床数として記載。

※：宿泊施設確保数は、受け入れが確実な宿泊施設の部屋として都道府県が判断し、厚生労働省に報告した室数。都道府県の運用によっては、事務職員の宿泊や物資の保管、医師・看護師の控え室のために使用する居室等として、一部

　　使われる場合がある。（居室数が具体的に確認できた場合、数値を置き換えることにより数値が減る場合がある。）数値を非公表としている県又は調整中の県は「-」で表示。

※：PCR検査件数は、①各都道府県から報告があった地方衛生研究所・保健所のPCR検査件数（PCR検査の体制整備にかかる国への報告について（依頼）（令和２年３月５日））、②厚生労働省から依頼した民間検査会社、大学、医療

　　機関のPCR検査件数を計上。一部、未報告の検査機関があったとしても、現時点で得られている検査件数を計上している。

受入確保

病床数

(参考)それぞれの週

の陽性者数

受入確保

想定病床数

宿泊施設

確保数

最近１週間の

PCR検査件数

2週間前の

PCR検査件数

変化率

(S/T)

周産期医療

の協議会

開催状況

新型コロナ対策

協議会の

設置状況

患者受入れ

調整本部

の設置状況

未定稿
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別添２ 

 

都道府県等における取組について 

 

【神奈川県（医療提供体制）】 

 

Ʀ ȭɩɶȸ ᾍꜘǵ ǒȐƲ⁸ʴǮǵ ǲρǏƲ Кǵ ֞Њӣ ǵ☻

Ҋș ӓǞƲ Ʋɹ Ʋ ̧ ǵ ș Ǎӣ ǯǞǭƲ ↓ӣ Ʋ

ӣ Ʋ ӣ ӲҘ ș ὑǞǦƳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ʀ ȅǦƲᾐ Ǳ Ǔⱳ Ǳ ǲǫǋǭǶƲ ḌȱɫɈȤȢɩȷ ǵ

↓ǧǘǮǱǖƲ ǵ ↓ȉ ǞǦЊ ̱Ѱș ρǞ ǠȒǚǯǮƲȷ

ɞɶȸǱЊ Ǔ֯ ǯǱǪǦƳ 

  

事務局提示資料 
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【島根県（医療提供体制）】 

 

 

Ʀ ⅎḢЊ ǓƲDMAT ȋᾐ ѝ ǵӣ₉ ǵ֓ ǵȉǯƲ ḌȱɫɈȤȢɩ

ǵЊ Ʋ ǲǫǋǭ КЋḢǵ ș ǋƲЊ Ǳǰǲǫǋ

ǭǶƲͪβ ͪβ Ʋ ⁸ǯῬ ǵВֿ ͪβ Ȉד ǯ ḸВ șǞ

ǭǋȒƳ 

 

Ʀ ȅǦƲ ǲǫǋǭǶƲͪβ ǵ șԍѸǯǞǫǫƲⱳ ǲꜘǟǭ ⅎ

ḢЊ Ǔֺ ǲᾍǞ ל ș Ǎ̱Ѱș ρǞǦƳǱǑƲ

ǲǫǋǭǶƲֺ ǲᾍǞ ⅎḢЊ Ǔ ș ǍȂǒƲ

ϼ ǵɇȭȽɶȩɶǵ ȉ ὑǞǭǋȒƳ 

 

Ʀ ⅎḢЊ ǯ ȋЊ ӣ Ǔ ᷀ǠȒͪβ ǯǶƲ₡ Ʋ Ḹ Њ

ƲЊ ș ȋɟɶɩǮВ ǞǭǋȒƳ 

 

Ʀ ɓɫɶǵ ỒǲǉǦǪǭǶƲ ⅍ǒȐֺ ǿǉȐǒǟȈӲҘș Ǟǭ

ǋȒǚǯǮƲᵂ Ǳǖ ș ǍǚǯǓǮǔǦƳ 
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【福井県（院内感染対策）】 

 

 

Ʀ ѰⱣǵ ɵ ǵׄʣǯֺ ǵ˧ ǯ ș ǯǞǭ̸ȐȓǦƲ ˝

ѰⱣɋɁɆɭɶȭ Fukui Infection Control Network : FICNet) ǓǉȑƲ̊ѼǒȐ

ѰⱣǲ ǠȒ ʹ̝ȋӣ ǲᾍǠȒ ɵ ᾚǱǰș ǪǭǔǦƳ 

 

Ʀ ḌȱɫɈȤȢɩȷ ǵ ǓỒȅǪǭǒȐǶƲweb ̝ ȋɟɶɩ ș ǞƲ

ӣ Ʋ șדȈǦ КЋ̱ǮƲ ᾍ ȋ ǲǫǋǭǵ ḸșВ

ǞǭǋȒƳ 

 

Ʀ ȅǦƲ ș֞ǘЊȓȒ˔ὑǵӣ ǲᾍǞǭǶƲǉȐǒǟȈ FICNet Ǔ ǵ֞

Њ ρȋƲȼɶɉɱȮ ǲǫǋǭǵ ᾚș ǍǚǯǮƲ ǵ֞ЊȓǲρǏȒǚǯǓǮ

ǔǦƳ 

 

Ʀ ǜȐǲƲ ᷀ȉƲ ǵ ẎǲρǏƲFICNet ǵɟɱɎɶ ӣ₉ȋ ₉ Ǔֺӣ

ǲїׄǔƲ КǲǑǘȒ ᾍ ǵҞ ȋ ḸВ ș ǋƲ ᾍ ǵ

▌ӓǲҟȈǭǋȒƳ 
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【埼玉県（院内感染対策）】 

 

 

Ʀ ӣ ȋ˺ ǲ ὑɵᾐ ₉ș Ǟǭ ᴣ ș Ǎ˗ ș

ǞƲ ḌȱɫɈȤȢɩȷ ș֞ǘЊȓȒӣ ǲᾍǞǭƲ ʹ̝ɵὕ᷂

ᾚșὕ ǞǦƳ 

 

Ʀ ȅǦƲ˹ᶥǵ ș ǯǞǭƲ К ǲ ȋǒǱᾍꜘǓǮǔȒȏǍƲ

К Ǔ ǞǦӣ ǲᾍǞǭƲͪβ ǵ͒ ǲȏȑ ὑɵᾐ ₉Ǔ

ᾐ Ǳ ḹǒȐҞ ȋ ᾚǱǰș Ǎ̱Ѱș ǞƲὕ ǲ ǠȒǚǯǓǮǔǦƳ 
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【大阪市（保健所の体制強化・業務分担）】 

 

 

Ʀ ͪβ ǵ̱Ѱ▌ӓǯǞǭƲЋ⅍ǒȐǵꜘ ̱Ѱș ρǞǦƳ 

 

Ʀ ⅍ẆǒȐǵᾐ ǵꜘ ˲ᴣǶƲOB ͪβ₉ ǿǵӲҘ͒ ȋ ǵ˲ ̝ ǲ

͒ ș Ǎǚǯǲȏȑ˲ᴣ ͪǲҟȈǦƳ5 ̊ Ʋꜘ ᴣǲʝὑǵɌȤɍȤǓ

ǜȓǦǚǯȋƲֺ ҵǲǑǘȒ ǓᶫȐȓǦǚǯǒȐƲ˹♥ǵ ӓȉ

ǏƲᾐ̑Ȯɩɶɕș ǞǦƳ 

 

Ʀ Ǥǵ ƲǤȓǥȓǵ ҵǓ̱ ǲ ɵѝ ǜȓƲͪβ₉Ǔ ἶ ǲᾐ꜠Ǯǔ

ȒǱǰƲͪβ ᴣǵ ҵ ȋЛ Ǳ ҵ ᵣǲǫǱǓǪǦƳ 
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【兵庫県（施設内感染が発生した場合の人材確保）】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
発
生
し

職
員
が
不
足
す
る
入
所
施
設
等

協力フロー（イメージ）

市
老
施
連
（※

１
）

県
老
協

・
県
老
健

県

②職員派遣等の支援要請・必要な衛生材料の申請

③職員派遣等の対応依頼

①
同
一
法
人
等
で
の
職
員
確
保

協力
施設等

協力
施設等

④協力施設
等の調整

⑤必要な衛生材料の配布

⑥職員派遣等 ⑦旅費等請求

⑧旅費等支払

⑨旅費等補助金請求

⑩旅費等補助金支払

（② 県老協等経由の場合）

 

ӲҘ ҹ  

Ʀ ̊ʤǵȏǍǱȯɶȷǵ ǲӲҘǓ♬ȐȓȒ șҹ Ƴ 

ɵ Њ Ǯ ḌȱɫɈȤȢɩȷ Ǔ Ǟ ᴣǓʥ ǠȒḹֻǲǑǋǭƲ►

ǵѫ ǲȳɶɑȷș ͑ǠȒǦȈǵ ᴣ ǲӲҘǠȒ Ƴ 

 

ȳɶɑȷ ͑ǵ ȓ  

Ʀ Њ Ǯ ḌȱɫɈȤȢɩȷ Ǔ ǞƲֿ ʝ ɵֿʝ ˲Ǯ֯ Ǳ ȑǵ

ᾍꜘșǞǦǲȉǒǒȖȐǡ ᴣǓʥ ǠȒ Ƕ ǲᾍǞǭ ᴣ ǵ ș͒

Ӳ ȉ֯ Ƴ 

Ʀ ǶƲ► ǵ ѩǲꜘǟǭƲ ˲ ˗ Ӳ̝ ɵ ɵ Ʋ ˺

˲ͪβ Ӳ̝ β ƲǤǵ̀ǵӲҘ ǲ ᴣ ǵᾍꜘș͒ Ƴ 

 

♅ǜȓȒҧ  

Ʀ ˺ ȳɶɑȷǵ ͑ǲӲҘ֯ Ǳ șƲǉȐǒǟȈƼӲҘ ƽǯǞǭ ǞƲʣ

ǵȏǍǱ˗ Ǔ ǞǦḹֻǲƲ ȋ ͜ᶧ̱ș ǟǭӲҘ ǒȐ ᴣș ǞƲЛ

ǲȳɶɑȷș ͑Ƴ 13 ǒȐЏҹ ỒƲ28 ᷀ 48 ǒȐǵꜘҹǉȑ  
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【兵庫県（代替サービスの確保）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自
宅
待
機
と
な
っ
た
利
用
者

新
た
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
と
な
っ
た

利
用
者

等

協力フロー（イメージ）

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
等
（※

）

①訪問（代替）
サービスの確
保依頼

協力
事業所

協力
事業所

協力
事業所②訪問（代替）

サービスの調整

県

③必要な衛生材料の申請

⑥旅費等補助金請求

④必要な衛生材料の配布

⑦旅費等補助金支払

⑤利用者への代替サービスの提供

ӲҘ˗ ҹ  

Ʀ ̊ʤǵȏǍǱѫ ǲᾍǠȒ ᵂȳɶɑȷ ǵ ͑ǲӲҘǓ♬ȐȓȒ˗ șҹ Ƴ 

Ū ḌȱɫɈȤȢɩȷǵ Ǔ ǞǦ ȳɶɑȷ˗ șѫ ǞǭǋǦ Ǯǉ

ǪǭƲ Ԍ ǯǞǭ֕Ƕ ʺ ǱѨ ǲȏȑƲ ὁ♅ ǯǱǪǭǋȒ Ƴ 

ū ᷀ὁǮ˺ ǞǭǋǦὤ Ǔ ḌȱɫɈȤȢɩȷǲ ǞǦǚǯǲȏȑƲ˺ ȳɶɑȷ

șⱳ ǯǠȒȏǍǲǱǪǦ Ƴ 

 

ȳɶɑȷ ͑ǵ ȓ  

Ʀ ὁ♅ ǯǱǪǦѫ ȋ Ǧǲ˺ ȳɶɑȷǓⱳ ǯǱǪǦѫ ǲ͜Ȓᾱὁ˺

˗ ǶƲ► ѫ Ǔ ᵂ ̈ ȳɶɑȷ șⱳ ǯǠȒḹֻǲǶƲǉȐǒǟ

Ȉ ͑ǜȓǦӲҘ˗ ǵɨȷɆș֓ ǲǞǱǓȐƲ̈ ȳɶɑȷș ͑ǠȒ˗ ș

ǠȒƳ 

Ʀ ǶƲ̈ ȳɶɑȷș ͑ǠȒǚǯǯǱǪǦӲҘ˗ ǲᾍǞƲǤǵ ǲꜘǟǭⱳ

Ǳ ǵ ⁹ ș ǍƳ 

 

♅ǜȓȒҧ  

Ʀ ˺ ȳɶɑȷǵ ͑ǲӲҘ֯ Ǳ˗ șƲǉȐǒǟȈƼӲҘ˗ ƽǯǞǭ ǞƲ

ʣ ǵȏǍǱ˗ Ǔ ǞǦḹֻǲƲ ȋ ►ǠȒ˺ ᾐ ᴣǒȐǵ ǲꜘ

ǟǭƲЛ ǲȳɶɑȷș ͑Ƴ 13 ǒȐЏҹ ỒƲ28 ᷀ 49 ˗ ǒȐǵ

ꜘҹǉȑ  

 

 

 


